
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
三
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正 

（
自
然
保
護
課
）　

　

一

〇
飼
料
試
験
結
果
の
公
表 

（
畜　

産　

課
）　

　

一

〇
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
号
（
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧
）

　

の
取
消
し 

（
農
村
整
備
課
）　

　

三

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
海
岸
保
全
区
域
の
指
定 

（
港　

湾　

課
）　

　

四

〇
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

五

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
六
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

六

公　
　
　

告

〇
平
成
十
九
年
度
情
報
公
開
条
例
の
施
行
状
況 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　

　

七

〇
平
成
十
九
年
度
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況 

（　
　

同　
　

）　

　

九

雑　
　
　

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
平
成
十
九
年
度
決
算
の
要
旨
の
公
表 

一
一

〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
平
成
十
九
年
度
決
算
の
要
旨
の
公
表 

一
三

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

　

昭
和
四
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
三
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

化
女
沼
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

大
崎
市
古
川
小
野
地
内
、
国
道
四
号
と
市
道
旧
国
道
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
、

市
道
上
蝦
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
、
市
道
小
高
新
田
二
号
線
に
接
続
し
、
同
市
道
を

南
西
に
進
み
、
市
道
小
高
新
田
一
号
線
に
接
続
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、
市
道
朽
木
橋
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
、
県
道
化
女
沼
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
、

市
道
朽
木
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
、
市
道
化
女
沼
東
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
北
及
び
西
に
進
み
、
市
道
自
動
車
道
東
宮
沢
二
号
線
に
接
続
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
、

市
道
化
女
沼
西
線
に
接
続
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
に
進
み
、
市
道
朽
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
西
進
し
、
市
道
川
熊
清
滝
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
、
市
道
宮
沢
高
清
水
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
及
び
東
に
進
み
、
国
道
四
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南

西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

〇
宮
城
県
告
示
七
百
三
十
六
号

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
六
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
五
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（1）　 平成20年７月11日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1974号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  ������������
(毎週火，金曜日発行)



第1974号　平成20年７月11日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

平
成
20年

５
月
収
去

違
反
の
内
容

試
験

結
果

の
概

要
製
　
造

（
輸
入
）

年
　
月

飼
料
の
名
称

収
去
場
所

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

そ
の
他

の
検
査

Ｍ
　
Ｅ

kcal/
　
　
㎏

Ｔ
Ｄ
Ｎ

　
　
％

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
　
％

水
溶
性

窒
素
　
　
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

粗
灰
分

　
　
％

粗
繊
維

　
　
％

り
　
ん

　
　
％

カ
ル
シ

ウ
ム
　
　
％

粗
脂
肪

　
　
％

粗
た
ん

白
質
　
　
％

無
－

－
－

－
－

－
6.2

7.1
0.64

1.07
3.1

17.1
H
20.5

ヤ
ン
グ
ス
タ
ー

同
左

石
巻
飼
料
株
式
会
社

石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
6.0

6.7
0.47

0.98
2.6

19.6
H
20.5

あ
ん
ざ
ん

無
－

－
－

－
－

－
6.3

3.9
0.75

1.12
6.6

22.9
H
20.5

協
同
飼
料
ブ
ロ
フ
ィ
ッ

ト
A
S

同
左

協
同
飼
料
株
式
会
社

石
巻
工
場

石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
5.2

2.9
0.59

0.92
4.8

19.8
H
20.5

協
同
飼
料
マ
マ
８
フ
レ

ン
ド

無
－

－
－

－
－

－
6.3

8.0
0.62

0.86
2.8

16.5
H
20.5

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
子
牛

育
成

同
左

株
式
会
社
オ
ー
ル
イ
ン

ワ
ン
東
日
本
工
場

石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
6.8

8.2
0.66

0.95
2.7

15.9
H
20.5

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
前
期

無
－

－
－

－
－

－
4.2

6.4
0.61

0.26
2.9

14.1
H
20.5

く
み
あ
い
配
合
飼
料
仙

台
B
E
E
F

同
左

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社

石
巻
市

無
－

－
－

－
－

－
14.7

3.5
0.68

4.74
5.6

19.8
H
20.5

く
み
あ
い
配
合
飼
料
た

ま
ご
工
房

無
－

－
－

－
－

－
4.0

4.7
0.59

0.39
2.6

13.7
H
20.5

日
配
肉
用
牛
肥
育
用
配

合
飼
料
ス
ー
パ
ー
黒
べ

こ
後
期

同
左

日
本
配
合
飼
料
株
式
会

社
塩
釜
工
場

塩
釜
市

無
－

－
－

－
－

－
4.6

3.0
0.52

0.87
2.6

13.0
H
20.5

日
配
肉
用
牛
肥
育
用
配

合
飼
料
ハ
イ
フ
レ
ー
ク

Ｓ
ぼ
た
ん

無
－

－
－

－
－

－
11.3

3.6
0.55

3.92
4.9

17.1
H
20.5

ノ
ー
サ
ン
印
成
鶏
飼
育

用
配
合
飼
料
Ｓ
ヘ
ル

シ
ー
17

同
左

仙
台
飼
料
株
式
会
社

仙
台
市

無
－

－
－

－
－

－
5.7

4.6
0.80

1.22
3.6

15.8
H
20.5

ノ
ー
サ
ン
印
種
豚
飼
育

用
配
合
飼
料
Ｓ
ヘ
ル

シ
ー
ブ
リ
ー
ド



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号 

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
七

月
一
日
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
号
で
公
示
し
た
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧
（
富
地
区
の
換
地
計
画
の
決
定

及
び
そ
の
関
係
書
類
の
縦
覧
）
を
平
成
二
十
年
七
月
七
日
付
け
で
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
谷
川
浜
字
谷
川
山
一
の
一
（
国
有
林
）（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
七
月
四
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

（3）　 平成20年７月11日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1974号　　 
（
注
）
飼
料
が
，
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
27条

第
１
項
，
第
29条

第
２
項
又
は
第
30条

第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
場
合
に
は
，
飼
料
の
名
称
の
前
に
「
〇 規 
」

を
付
け
て
い
る
。

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
及
川
組

及
川　

武
志

大
目
建
設
株
式
会

社千
葉　

鉄
夫

株
式
会
社
伊
勢
電

気伊
勢　

捷
一　

ア
イ
レ
ッ
ク
株
式

会
社
佐
藤　

光
男

宮
城
建
設
株
式
会

社菅
原　

廣
雄

大
川
工
業
株
式
会

社大
川　

明
雄

伊
藤
塗
装
店

伊
藤　

幸
次

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
上
小

路
五－

三

栗
原
市
若
柳
字
川
南
道
伝

前
百
七

石
巻
市
鹿
又
字
新
八
幡
前

一仙
台
市
泉
区
実
沢
字
無
串

河
原
十
一－

十

栗
原
市
栗
駒
中
野
上
野
原

南
二
十

黒
川
郡
富
谷
町
富
谷
字
源

内
五
十
七－

三

名
取
市
増
田
五
丁
目
一－
十
一

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
八

第
七
百
二
十
七

号般
・
特－

十
七

第
九
百
三
十
九

号般
・
特－

十
七

第
九
百
五
十
三

号般
・
特－

十
七

第
千
七
百
八
号

般－

十
九

第
二
千
百
六
十

二
号

般－

十
九

第
七
千
五
百
八

十
二
号

般－

十
七

第
一
万
十
五
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

管
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

電
気
工
事
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

電
気
通
信
工
事
業

　

消
防
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
二
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
二
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
九
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
十
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
六
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
五
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
九
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
す
る
海
岸
の
名
称

　
　

宮
城
県
三
陸
南
沿
岸
御
崎
港
海
岸
下
の
浜
地
区
海
岸

二　

指
定
す
る
区
域

　

１　

区
域
の
表
示

　

基
点
一
か
ら
基
点
六
ま
で
順
次
に
結
ん
だ
線
、
基
点
六
と
補
助
点
一
を
結
ん
だ
線
、
補
助
点
一
か
ら
補
助
点
四

ま
で
順
次
に
結
ん
だ
線
、
補
助
点
四
と
基
点
七
を
結
ん
だ
線
及
び
基
点
七
と
基
点
一
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

　

２　

基
準
点
、
基
点
及
び
補
助
点
の
表
示

基
準
点　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
字
崎
浜
九
十
八
番
一
地
内
の
点
（
北
緯
三
八
度
五
一
分
四
五
秒
三
五
〇
七
七
、
東

経
一
四
一
度
三
九
分
五
九
秒
五
九
一
八
五
）

　
　
　

基
点
一　

基
準
点
か
ら
一
九
〇
度
〇
九
分
〇
三
秒
二
五
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
二　

基
点
一
か
ら
三
三
六
度
三
二
分
五
九
秒
一
四
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
三　

基
点
二
か
ら
三
二
〇
度
五
二
分
四
九
秒
二
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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土
木
地
質
株
式
会

社橋
本　

良
忠

有
限
会
社
八
幡
土

木柴
山　

春
喜

株
式
会
社
三
城

高
橋　

清
治

株
式
会
社
サ
カ
モ

ト大
沼　

毅
彦

有
限
会
社
兼
富
木

村
組
木
村　

富
男

仙
南
カ
イ
ハ
ツ
商

事
株
式
会
社

大
沼　

迪
義

ホ
ン
マ
有
限
会
社

本
間　

弘

仙
台
市
泉
区
本
田
町
十
三

－

三
十
一

栗
原
市
若
柳
有
賀
字
前
谷

地
二
十
三－

一

加
美
郡
加
美
町
字
南
寺
宿

三
十
二－
二

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央

一
丁
目
九－

十
二

東
松
島
市
矢
本
字
舘
下
二

十
四

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
中
央

一
丁
目
九－

十
二

多
賀
城
市
新
田
字
西
四

特－

十
九

第
一
万
千
百
三

十
二
号

般－

十
九

第
一
万
千
六
百

四
十
八
号

般
・
特－

十
九

第
一
万
千
六
百

六
十
一
号

般
・
特－

十
七

第
一
万
三
千
三

百
八
号

般－

十
九

第
一
万
三
千
六

百
七
十
一
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
九

十
四
号

般－

十
八

第
一
万
六
千
三

百
九
十
一
号

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

造
園
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

左
官
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

建
具
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

平
成
二
十
年

　
　

六
月
十
一
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
六
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
四
日

平
成
二
十
年

　
　

六
月
十
二
日

平
成
二
十
年

　
　

六
月
十
一
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
五
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
五
日

ジ
ャ
パ
ン
ビ
ル
シ

ス
テ
ム
株
式
会
社

平
山　

雄
一

有
限
会
社
ピ
ー
エ

ス
東
北

櫻
井　

洋
一

石
巻
市
開
成
一－

三
十
八

東
松
島
市
牛
網
字
駅
前
二

丁
目
二－

一

般－

十
五

第
一
万
六
千
九

百
八
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
七

百
十
七
号

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

建
具
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
九
日

平
成
二
十
年

　
　
　

六
月
三
日



　
　
　

基
点
四　

基
点
三
か
ら
二
八
九
度
一
〇
分
二
九
秒
三
五
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
五　

基
点
四
か
ら
二
四
八
度
四
六
分
四
八
秒
一
三
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
六　

基
点
五
か
ら
一
六
九
度
五
三
分
一
六
秒
一
九
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

基
点
七　

基
点
一
か
ら
二
四
〇
度
〇
三
分
三
五
秒
一
六
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
一　

基
点
六
か
ら
一
六
九
度
五
三
分
一
六
秒
一
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
二　

補
助
点
一
か
ら
六
七
度
三
一
分
一
六
秒
一
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
三　

補
助
点
二
か
ら
一
一
〇
度
〇
八
分
一
一
秒
一
七
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　

補
助
点
四　

補
助
点
三
か
ら
一
四
二
度
二
三
分
一
〇
秒
三
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

卸
町
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
決
定
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

小
田
原
四
丁
目
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

二
・
二
・
二
百
二
十
九
号　

明
石
南
一
丁
目
公
園

　
　
　
　
　
　

二
・
二
・
二
百
三
十
号　

明
石
南
二
丁
目
公
園

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
地
区
計
画

　

２　

名
称　

あ
す
と
長
町
南
部
地
区
計
画

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

石
巻
市
蛇
田
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
蛇
田
字
新
金
沼
四
百
一
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
五
年
三
月
五
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

（
変
更
前
）
第
五
条
第
一
項　

石
巻
市
蛇
田
字
新
大
埣
二
百
五
番
地
一

　
　

（
変
更
後
）
第
五
条
第
一
項　

石
巻
市
蛇
田
字
新
金
沼
四
百
一
番
地

　
　

過
怠
金
及
び
督
促
手
数
料

　
　

（
変
更
前
）
第
八
条
第
一
項　

郵
便
法
第
二
十
一
条
第
二
項

　
　

（
変
更
後
）
第
八
条
第
一
項　

郵
便
法
第
二
十
条
第
一
項

　
　

保
留
地

（
追　

加
）
第
九
条
第
五
項　

理
事
は
、
保
留
地
と
な
る
べ
き
土
地
の
う
ち
特
に
地
区
の
利
用
増
進
に
寄
与
す
る

と
認
め
ら
れ
る
土
地
に
限
り
、
保
留
地
処
分
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
総
代
会
の
同
意
を
得
て
そ
の
処
分

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

延
滞
金
及
び
督
促
手
数
料

　
　

（
変
更
前
）
第
八
十
三
条
第
一
項　

郵
便
法
第
二
十
一
条
第
二
項

　
　

（
変
更
後
）
第
八
十
三
条
第
一
項　

郵
便
法
第
二
十
条
第
一
項

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

 　
　

平
成
二
十
年
七
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
石
市
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
け
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　
　

長　
　

土　
　

井　
　
　
　
　

敏　
　
　

一　

就
任
し
た
者
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

氏　
　
　

名

佐　

竹　
　
　

芳

佐
々
木　

正　

幸

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
五
丁
目
一
六
四
番
地

白
石
市
福
岡
長
袋
字
河
原
沢
三
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事



二　

退
任
し
た
者

 

 
公

告

〇
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

平
成
二
十
年
七
月
一
日

安　

藤　

佳　

生

大　

野　

清　

人

日　

下　

利　

幸

佐　

藤　

健　

治

山　

崎　
　
　

廣

須　

藤　

末　

治

川　

村　

義　

�

佐　

藤　

賢　

一

斎　

藤　

國　

一

村　

上　

仁　

志

菅　

野　

浩　

一

阿　

部　
　
　

忠

八　

島　

孝　

夫

白
石
市
越
河
五
賀
字
八
幡
六
六
番
地
一

白
石
市
福
岡
八
宮
字
中
ノ
川
七
番
地
一

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
良
口
三
六
番
地

白
石
市
大
平
森
合
字
上
原
町
三
六
番
地

白
石
市
齋
川
字
町
尻
南
三
番
地

白
石
市
越
河
平
字
麦
田
二
五
番
地

白
石
市
郡
山
字
金
倉
一
六
番
地

白
石
市
郡
山
字
上
関
下
二
四
番
地

白
石
市
福
岡
深
谷
字
鴫
内
二
三
番
地

白
石
市
大
平
中
目
字
桂
坂
八
番
地
一

白
石
市
福
岡
深
谷
字
鳥
越
一
四
番
地

白
石
市
大
平
森
合
字
清
水
田
五
一
番
地
二

白
石
市
越
河
字
箒
沢
四
九
番
地

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

監　

事

退

任

年

月

日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

氏　
　
　

名

佐　

竹　
　
　

芳

佐
々
木　

正　

幸

安　

藤　

佳　

生

大　

野　

清　

人

日　

下　

利　

幸

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
五
丁
目
一
六
四
番
地

白
石
市
福
岡
長
袋
字
河
原
沢
三
番
地

白
石
市
越
河
五
賀
字
八
幡
六
六
番
地
一

白
石
市
福
岡
八
宮
字
中
ノ
川
七
番
地
一

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
良
口
三
六
番
地

役
職
名

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

佐　

藤　

健　

治

山　

崎　
　
　

廣

須　

藤　

末　

治

川　

村　

義　

�

佐　

藤　

賢　

一

阿　

部　
　
　

幸

松　

野　

俊　

雄

菅　

野　

浩　

一

阿　

部　
　
　

忠

八　

島　

孝　

夫

白
石
市
大
平
森
合
字
上
原
町
三
六
番
地

白
石
市
齋
川
字
町
尻
南
三
番
地

白
石
市
越
河
平
字
麦
田
二
五
番
地

白
石
市
郡
山
字
金
倉
一
六
番
地

白
石
市
郡
山
字
上
関
下
二
四
番
地

白
石
市
福
岡
深
谷
字
高
野
六
番
地

白
石
市
大
平
中
目
字
下
中
畑
前
五
番
地
一

白
石
市
福
岡
深
谷
字
鳥
越
一
四
番
地

白
石
市
大
平
森
合
字
清
水
田
五
一
番
地
二

白
石
市
越
河
字
箒
沢
四
九
番
地

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

理　

事

監　

事

監　

事

監　

事

１
　
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。）
の
件
数
及
び
処
理
状

況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

受
　
付

件
　
数

処
理
中

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
　
分

開
　
示

開
　
示

0
65

25
2

7
156

301
556 
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２
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
不
服
申
立
て
の
状
況

　
条
例
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）
第
５
条

又
は
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
　
件
数
及
び
処
理
状
況

�
　
件
名
及
び
処
理
状
況

　
イ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

受
　
付

件
　
数

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
　
分

開
　
示

開
　
示

50
10

1
7

85
248

401
知

事

0
0

0
0

2
0

2
公
営
企
業
管
理
者

1
3

0
0

6
0

10
病
院
事
業
管
理
者

4
4

0
0

15
4

27
教

育
委

員
会

1
0

0
0

26
41

68
選
挙
管
理
委
員
会

1
0

0
0

1
0

2
人

事
委

員
会

0
0

0
0

2
0

2
監

査
委

員

0
0

0
0

0
0

0
公

安
委

員
会

8
7

1
0

18
6

40
警

察
本

部
長

0
0

0
0

1
0

1
労

働
委

員
会

0
0

0
0

0
0

 0
収

用
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
1

0
0

0
1

2
住
宅
供
給
公
社

0
0

0
0

0
1

1
道

路
公

社

0
0

0
0

0
0

0
土
地
開
発
公
社

処
理
状
況

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

不
服
申
立
て
年
月
日

棄
却

平
成
12年

度
分
の
少
年
課
及
び
交
通
指
導
課
の
報
償
費
関
係
文
書

の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
17年

２
月
７
日

一
部
認
容

平
成
10～

12年
度
に
〇
〇
町
住
民
・
団
体
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
，

苦
情
等
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年

８
月
７
日

認
容

〇
〇
高
校
管
理
職
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
等
の
不
存
在
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

平
成
17年

９
月
４
日

棄
却

懲
戒
処
分
が
誤
っ
て
い
た
場
合
の
職
員
が
受
け
る
罰
則
等
が
記
録
さ

れ
た
文
書
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年

８
月
22日

棄
却

県
教
育
長
へ
の
事
情
聴
取
記
録
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て
平
成
17年

９
月
22日

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

計

今
年
度

の
不
服

申
立
て

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

審
理
中

取
下
げ

決
　
定
　
（
　
裁
　
決
　
）認
　
容

一
　
部

認
　
容

棄
　
却

却
　
下

3
0

1
1

8
0

13
2

11
異
　
議

申
立
て

1
0

0
0

2
0

3
0

3
審
　
査

請
　
求

4
0

1
1

10
0

16
2

14
計

0
0

0
0

0
0

0
こ

ど
も

病
院

65
25

2
7

156
301

556
合
　

　
計



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
下
げ
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）

　
　
　
　
な
し

棄
却

特
定
の
事
件
に
関
す
る
所
見
及
び
調
査
記
録
等
の
存
否
を
明
ら
か
に

し
な
い
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年
９
月
15日

棄
却

特
定
の
事
件
及
び
懲
戒
処
分
等
に
関
す
る
行
政
文
書
の
不
存
在
決
定

に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年
９
月
15日

棄
却

教
育
職
員
の
懲
戒
免
職
に
関
す
る
処
分
書
等
の
部
分
開
示
決
定
に
対

す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年
３
月
１
日

審
理
中

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験
に
関
す
る
調
査
結
果
の
部
分

開
示
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年
７
月
18日

棄
却

新
し
い
教
員
の
人
事
検
討
会
議
文
書
全
て
（
特
に
協
力
委
員
が
入
っ

た
会
議
文
書
　
平
成
13，
14，
15）
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

平
成
18年
５
月
15日

審
理
中

平
成
12年
度
分
の
鑑
識
課
，
鉄
道
警
察
隊
及
び
生
活
保
安
課
の
犯
罪

捜
査
協
力
報
償
費
関
係
文
書
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
19年
１
月
17日

審
理
中

市
町
村
振
興
総
合
補
助
金
関
係
文
書
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

平
成
19年
12月
27日

審
理
中

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
可
能
性
調
査
結
果
関
係
文
書
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

平
成
20年
１
月
25日

棄
却

特
定
の
脅
迫
状
及
び
供
述
調
書
の
存
否
を
明
ら
か
に
し
な
い
決
定
に

対
す
る
審
査
請
求

平
成
17年
10月
18日

棄
却

処
分
等
の
根
拠
等
に
関
す
る
行
政
文
書
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

平
成
17年
８
月
30日

棄
却

特
定
の
事
件
に
関
す
る
所
見
及
び
調
査
記
録
等
の
存
否
を
明
ら
か
に

し
な
い
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年
８
月
30日

１
　
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数
　
1,034件

２
　
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
条
例
第
16条
第
１
項
に
よ
る
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。）
の
件
数
及
び
処
理
状
況

は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

受
　付
　件
　数

処
理
中

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
分
開
示

開
　
示

0
3

4
1

1
16

26
51

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

件
　
数

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
　
分

開
　
示

開
　
示

0
2

0
1

9
11

23
知

事

0
0

0
0

0
1

1
公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
0

0
病
院
事
業
管
理
者

0
1

0
0

0
13

14
教

育
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
1

1
人

事
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
公

安
委

員
会

3
1

1
0

7
0

12
警

察
本

部
長

0
0

0
0

0
0

0
監

査
委

員

0
0

0
0

0
0

0
労

働
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
収

用
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
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（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

４
　
開
示
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
状
況

　
条
例
第
16条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）
第
５
条

又
は
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
�
　
件
数
及
び
処
理
状
況

　
※
　
 異
議
申
立
て
に
つ
い
て
，
事
案
の
併
合
が
あ
っ
た
た
め
，
合
計
件
数
と
処
理
件
数
の
数
は
合
致
し
な
い
。

　
�
　
件
名
及
び
処
理
状
況

　
　
イ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

 

 
3

4
1

1
16

26
51

合
計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

計

今
年
度

の
不
服

申
立
て

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

審
理
中

取
下
げ

決
　
定
　
（
　
裁
　
決
　
）認
　
容

一
　
部

認
　
容

棄
　
却

却
　
下

18
0

2
2

12
0

35
0

35
異
　
議

申
立
て

1
0

0
0

0
0

1
0

1
審
　
査

請
　
求

19
0

2
2

12
0

36
0

36
計

処
理
状
況

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

不
服
申
立
て
年
月
日

認
　
　
容

職
員
会
議
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

平
成
17年

７
月
16日

〇
〇
高
校
教
頭
が
作
成
し
，
校
長
や
県
教
委
に
提
出
し
た
文
書
に
記

載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年

７
月
16日

認
　
　
容

１
．
平
成
〇
年
度
の
〇
〇
研
修
員
の
請
求
者
の
研
修
状
況
の
評
価
に

関
わ
る
文
書

２
．
判
定
会
の
判
定
に
関
わ
る
文
書

３
．
研
修
状
況
の
努
力
や
姿
勢
が
記
録
さ
れ
・
指
導
評
価
に
使
う
文

書
以
上
の
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定

に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
17年

12月
26日

一
部
認
容

長
期
特
別
研
修
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
部
分
開
示

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

４
月
14日

一
部
認
容

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
に
〇
〇
へ
行
っ
た
際
、
警
察
官
が
臨
場
し
，
事

情
を
説
明
し
た
と
き
の
状
況
が
分
か
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個

人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
18年

４
月
３
日

棄
　
　
却

〇
〇
校
長
が
〇
月
〇
日
に
確
か
に
請
求
者
事
実
で
あ
る
と
判
断
し
た

証
拠
証
言
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る

異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
〇
校
長
報
告
書
の
根
拠
が
特
定
の
証
言
で
あ
る
場
合
に
は
，
記
録

が
確
か
で
あ
る
証
拠
，
ま
た
年
休
了
解
を
行
っ
た
記
録
に
記
載
さ
れ

て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

特
定
の
研
修
〇
月
〇
日
～
〇
日
の
間
に
請
求
者
が
こ
こ
に
い
る
こ

と
，
〇
〇
と
の
発
言
が
事
実
で
あ
る
証
拠
証
言
に
記
載
さ
れ
て
い
る

個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

請
求
者
の
年
休
が
〇
月
〇
日
以
前
に
監
督
校
長
が
即
日
承
認
し
た
証

拠
文
書
，
承
認
の
事
実
に
反
し
て
未
承
認
と
し
た
欠
席
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
年
〇
日
年
休
，
〇
日
病
休
を
い
つ
誰
が
承
認
し
た
の
か
分
か
る
文

書
，
欠
勤
で
あ
れ
ば
欠
勤
認
定
の
期
日
と
責
任
者
氏
名
の
分
か
る
文

書
，
不
許
可
の
欠
席
簿
公
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不

存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
第
〇
号
の
記
録
が
請
求
者
事
実
で
あ
る
と
判
断
し
た
証
拠
証
言
等

に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て
平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

診
断
書
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合
に
虚
偽
理
由
で
あ
る
と
し
て
〇
〇

し
た
行
為
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情

報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
第
〇
号
の
記
録
が
請
求
者
事
実
で
あ
る
と
判
断
し
た
証
拠
証
言
，

〇
日
の
打
ち
合
わ
せ
で
発
言
を
求
め
た
記
録
が
確
か
で
あ
る
と
す
る

〇
〇
教
頭
の
目
撃
証
言
，
休
み
を
取
る
理
由
が
相
手
に
よ
っ
て
違
う

と
す
る
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
第
〇
号
の
記
録
が
請
求
者
事
実
で
あ
る
と
判
断
し
た
証
拠
証
言
で

〇
〇
と
言
っ
た
証
拠
証
言
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在

決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

審
 
理
 
中

礼
状
原
本
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る

異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
第
〇
号
の
記
録
総
合
所
見
で
，
研
修
命
令
通
知
の
際
の
自
己
主
張

の
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

研
修
配
慮
を
義
務
付
け
た
研
修
要
綱
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報

の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

審
 
理
 
中

〇
〇
校
長
の
意
見
書
に
あ
る
テ
レ
ビ
局
職
員
に
対
す
る
発
言
の
証
拠

に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て
平
成
18年

５
月
８
日

棄
　
　
却

〇
〇
理
由
の
証
拠
証
言
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決

定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日



 
雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長　
　

井　
　

口　
　

經　
　

明　
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ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
下
げ
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）　

な
し

５
　
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
　
46,529件

６
　
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

７
　
訂
正
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
１
件
　
棄
却

８
　
実
施
機
関
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
な
し

９
　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
な
し

審
 
理
 
中

〇
〇
校
長
，
〇
〇
教
委
，
県
教
委
が
〇
〇
研
修
に
送
る
以
前
に
事
実

確
認
を
行
っ
た
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定

に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

審
 
理
 
中

事
故
報
告
書
が
り
ん
議
に
か
け
ら
れ
た
日
が
分
か
る
文
書
に
記
載
さ

れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
18日

審
 
理
 
中

〇
〇
校
長
の
意
見
書
に
あ
る
虚
偽
の
申
出
に
よ
る
病
休
の
証
拠
，
診

断
書
が
あ
る
の
に
自
己
都
合
と
し
て
〇
〇
を
行
わ
せ
た
証
拠
に
記
載

さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
８
日

審
 
理
 
中

弁
護
士
記
録
と
監
督
校
長
承
認
の
違
い
が
分
か
る
書
類
等
に
記
載
さ

れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
11日

審
 
理
 
中

診
断
書
期
限
が
切
れ
て
い
る
場
合
に
虚
偽
理
由
で
あ
る
と
し
て
〇
〇

し
た
行
為
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
証
拠
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人

情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
11日

審
 
理
 
中

病
休
承
認
が
服
務
規
律
違
反
と
な
る
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人

情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
11日

審
 
理
 
中

即
日
承
認
さ
れ
た
の
に
校
長
の
了
解
な
し
に
研
修
放
棄
し
た
と
認
定

で
き
る
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
11日

審
 
理
 
中

長
特
研
検
討
結
果
の
事
実
認
定
証
拠
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報

の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
11日

審
 
理
 
中

〇
〇
が
特
定
の
行
為
を
強
要
し
た
記
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情

報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
11日

審
 
理
 
中

〇
〇
事
情
聴
取
テ
ー
プ
文
書
を
作
成
し
た
職
員
氏
名
等
に
記
載
さ
れ

て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

５
月
15日

審
 
理
 
中

〇
〇
教
委
あ
て
第
２
期
か
ら
第
４
期
研
修
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

７
月
10日

審
 
理
 
中

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
の
年
休
が
不
許
可
と
な
っ
て
い
る
〇
〇
教
委
へ

の
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

平
成
18年

７
月
10日

審
 
理
 
中

〇
号
文
書
の
関
係
機
関
へ
の
送
付
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報

の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

７
月
13日

審
 
理
 
中

長
特
研
文
書
一
切
，
不
適
切
事
実
調
査
文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個

人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

７
月
13日

審
 
理
 
中

〇
〇
町
か
ら
の
〇
〇
内
申
書
の
理
由
と
非
違
事
実
を
書
い
た
文
書

（
添
付
さ
れ
た
も
の
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決

定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
18年

９
月
２
日

審
 
理
 
中

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
〇
頃
に
発
生
し
た
事
故
処
理
に
関
す
る
物
件
事

故
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
等
に
対

す
る
審
査
請
求

平
成
18年

12月
18日

審
 
理
 
中

請
求
者
の
長
期
特
別
研
修
状
況
報
告
書
（
１
期
～
４
期
の
前
期
分
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て
平
成
19年

１
月
８
日

請
求
者
の
長
期
特
別
研
修
状
況
報
告
書
（
１
期
～
４
期
の
前
期
分
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
不
存
在
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て
平
成
19年

１
月
８
日
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宮城県市町村職員共済組合平成19年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

２　組合員数及び給料月額は，次のとおりである。

３　組合職員の数は，次のとおりである。

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。

合　　計一部事務組合等村町市

541912212

合　　計任意継続船員一般特定消防市町村長一　　般組 合 員 の 種 別

������������������������組合員数（人）

������������������������������������長期
給料月額（千円）

�������������������������������������������短期

�����������������������������������長期１人当たり
給料月額（円） ������������������������������������������短期

（単位：人）

計物　資貸　付貯　金宿　泊保　健業　務経　理　単　位

321134320人　　　　　員

（単位：千円）

物　資貸　付貯　金宿　泊保　健業　務預託金管理長　期短　期区　　　　　分

（収　　　入）

266,094165,13014,734,2964,579,692負担金

265,9558,764,4604,685,839掛金

296,748施設収入･商品売上

11,6956,81888,583連合会交付金

21403,656547,9702,4492,7381,113459,2234,029利息及び配当金

31,76649,8201714,999699497,899その他収入

150,00029,226他経理から繰入金

856,818前年度繰越支払準備金

31,787415,351597,790449,214556,604284,751459,22323,498,75610,624,277計

（支　　　出）

5,632,013給付金

14,734,296負担金払込金

8,764,460掛金払込金

4,5917,07245,00359,95624,012130,240役職員給与

1,0754,1643,7491,9796,61912,657旅費・事務費

11,266商品仕入

68,199飲食材料費

3104,6456,15611,123委託費

19,592350,093382,112459,223支払利息

45,575163,422連合会払込金

450,117連合会拠出金

1,416,182老人保健拠出金

1,770,313退職者給付拠出金

736,706介護納付金

150,00029,226他経理へ繰入金

5,54813,6928,751281,952361,567108,52810,368その他支出

880,550次年度繰越支払準備金

30,806420,596439,925427,997548,354262,548459,22323,498,75611,088,897計

981△ 5,245157,86521,2178,25022,203△ 464,620差引当期利益金

880,550年度末支払準備金

9,6731,515,07419,40440,923年度末資本剰余金

146,788531,4771,117,412△ 4,929840,359311,494609,425年度末利益剰余金



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
市
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
七
月
十
一
日

 

仙
台
市
職
員
共
済
組
合
理
事
長　
　

笠　
　

原　
　

周　
　

二　
　
　

（13）　 平成20年７月11日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1974号　　 



第1974号　平成20年７月11日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

仙台市職員共済組合平成19年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

２　組合員数及び給料月額は，次のとおりである。

３　組合職員の数は，次のとおりである。

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。

合　　計市

11

合　　計任意継続特定消防市町村長一　　般組 合 員 の 種 別

9,80013496018,705組合員数（人）

3,437,740　321,2566203,115,864長期
給料月額（千円）

3,493,39642,525321,2561,2103,128,405短期

355,653　334,642620,000357,940長期１人当たり
給料月額（円） 356,469317,349334,6421,210,000359,380短期

（単位：人）

合　計貸　付業　務経　理　単　位

615人　　　　　員

（単位：千円）

貸　付貯　金保　健業　務預託金管理長　期短　期区　　　　　分

（収　　　入）

80,22020,5738,152,8122,596,909負担金

80,1574,878,6812,629,125掛金

12施設収入・商品売上

基礎年金交付金

218,821103,966821381215,6596,580利息及び配当金

12,4723,95449,108274,845その他収入

15,8679,165他経理からの繰入金

436,378前年度繰越支払準備金

231,293103,966181,03179,227215,65913,031,4935,943,837計

（支　　　出）

2,823,864給付金

7,3781,57188139,455役職員給与

1,0457496757,540旅費・事務費

商品仕入

飲食材料費

1471837409,845委託費

180,06488,705215,659支払利息

24,79913,031,49389,870連合会払込金

248,021連合会拠出金

942,014老人保健拠出金

967,799退職者給付拠出金

431,856介護納付金

基礎年金拠出金負担金

9,165他経理へ繰入金

13,407735139,46328,9891,113その他支出

442,127次年度繰越支払準備金

226,84091,943141,75985,829215,65913,031,4935,955,829計

4,45312,02339,272△ 6,602△ 11,992差引当期利益金

442,127年度末支払準備金

1,663年度末資本剰余金

1,099,324202,818155,64937,811913,886年度末利益剰余金




